
様式３の１　指名停止等の運用状況一覧表

（指名停止開始日 ： 令和４年10月１日～令和５年１月31日）

業　　　　　者　　　　　名 本社所在地 該当事項 指名停止の理由 備考

1 （株）大広 大阪府大阪市 令和4年10月3日 ～ 令和5年10月2日
贈賄
（別表第２第１号）

東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー契約をめぐる
汚職事件において、令和4年9月27日に贈賄の疑いで（株）
大広の執行役員が逮捕されたため。

物品

2 （株）大塚商会 東京都千代田区 令和4年10月18日 ～ 令和5年7月17日
独占禁止法違反
（別表第２第２号）

物品

3 西日本電信電話（株） 大阪府大阪市 令和4年10月18日 ～ 令和5年7月17日
独占禁止法違反
（別表第２第２号）

工事
物品

4 Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） 東京都江東区 令和4年10月18日 ～ 令和5年7月17日
独占禁止法違反
（別表第２第２号）

工事
物品

5 中外テクノス（株） 広島県広島市 令和4年10月18日 ～ 令和5年7月17日
独占禁止法違反
（別表第２第２号）

工事

6 （株）ニチイ学館 東京都千代田区 令和4年10月21日 ～ 令和5年3月20日
独占禁止法違反
（別表第２第２号）

物品

7 （株）ソラスト 東京都港区 令和4年10月21日 ～ 令和5年3月20日
独占禁止法違反
（別表第２第２号）

物品

8 （株）井長組 京都府宮津市 令和4年12月12日 ～ 令和5年3月11日
不正又は不誠実な行為
（別表第２第４号）

京都府港湾局が発注する工事の下請負人であった（株）井
長組は、岸壁での作業において港則法に違反したことなど
により、令和元年7月18日に宮津簡易裁判所から罰金刑の
略式命令を受けていたことが判明したもの。

工事

指名停止期間

広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器又は広島
市発注の特定コンピュータ機器の入札等において、独占禁
止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行
為を行っていたとして、令和4年10月6日付けで公正取引委
員会から独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課
徴金納付命令を受けたもの。

愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する医事業務の
入札等において、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁
止）の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委
員会から令和4年10月17日付けで独占禁止法に基づく違反
の認定を受けたもの。
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